
(別紙3)

。国民年金 ・厚生年金保険障害認定基準 (第 18節/その他の疾患による障害)新旧対照表

(傍線 m~分は改正部分)

改 正 後 ヱ改 前

市 3 陣容認定に当たっての基¥IU

第 1 章隙宮:等級~!:!.iIE 1;C準

第 18節/その他の疾叫による1;収容

その他の疾也による附川の程度は、次にーこり認定する.

1 認定基準 (目品)

2 認定婆f正l

(1) その他のm!也による附'，1;:は、本市「第 1節 眼の阪証書jから

「第17iii; 日血圧症に ，1:る附 ~IFJにおいて取り抑われていない

疾ι也をmすものであるが、本市においては、 1111部臓器・骨鍛臓

器のr.1-i1公的泊1定ι_J:，_玉.ll..eL:1JiW持Ilt、巡航性ιl恋物状態、いわゆ

る鰍病丞立臓日日移li!iの取J縫いを定める。

(2) (.目}

(3) 人工紅P'l・車rrni'i脱

ア ・イ (目白)

{4) 遜I，f: i 'l:陥物~):(/1}.については、次に，1:り Jr¥(り似う。

ア i1l M;i't 1抗物M~@については、自 治 '1， 1，号の用を弁ずろことが

主主主"':Iida5であるとi惚められるため、 1，'~J比』也とと主L

壬~~Fの何度を必定する 11キj閣は、その附'，1rのがそ1似にポった 日

から ，l~ i.i.して 3月を純i附した 日P)，iをに、 I~'ミマ'; I)'.J制点から、

機能1"111[がほとんど引めないと221められろとさ{初心日から

知郎して 1{ド行 11J').内の 日に|波乱.)とすろ。

(5) いわけ1る昔IH，;iについては、その発州の11年!日|が不定、不ぷで

あり、かっ、 ~e約は級;.r，であり 、 ほとんどの続出.は、臨床抗

状が tI1~t多岐にわたっているため、その;li!.jl:' Iこ31iたっては、

客似 i'1~ I，f 礼に J，~ づいた日常生前能力 Wの仰肢を十分考慮

して総合的によZ定するものとする。

なお、厚生労働省研光斑やI I\J 係学会で定めた，ì'~wr 1Ji i料、
治療基準があり 、 それに ，I~当するものは、病状の経過、治的

効県勺F を今ー，I~. とし、 4!と定時の具体的な日常生活状況吋:を把握

して、総合的にi協定する.

些i 臓器移 I'~í の i以 1!~ い

ア 脱 出移|怖を受けたものに係る I:r，t・占認定に当たっては、

術後の l，i~:11:、治療経過及び検賛成績等を十分に考慮して

総合的に認定する。

イ 障害等級に該当するものが、臓認移植を受けた場合は、

臓器が生若し、安定的に機能するまでの問、少なくとも

1年間は従前の匂級とする。

なお、障害等級が 3 級のi~ 合は、 2 年間の経i局側祭を

行う。

第 3 障害認定iこ当たっての基準

第1.r.市宮きHJ~認定r，t;準

第 18節/その他の疾患による附害

その他の疾患による向車内の程J.IJ:は、次により認定する。

112定 J，FI~ (略)

2 r'1~.í主要i正l

(1) その他の疾.'J，J.による障害は、本章 r!行l節 11I!の附害Jから

f市17担li 高血圧症による陣'.!，' J において取 り jJ~われていない

疾f.U.f~指すものであるが、木tñiにおいては、服部臓器 ・ 汁桃識

~:~の術1を iを i白川:星玉互いわゆる簸病並立主般若'~fJ，般の取扱いを

定める。

(2) (圏内)

(3) 人工f工I"J，・新附Ik

ア ・イ (.品)

担よ いわゆる燥がjについては、その発病のl昨lUlが不定、不詳で

あり、かつ、 ~~~可は似徐であり 、 ほとんどの疾!，I.I.は、臨床1~~

状が複.N~多岐にわたっているため、その必定に当たっては、

客制的所見に基づいた日常生活能力等の ["，¥1瓜を十分考慮

して総合的にi必定するもの とする。

なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた r~ llJr基準、

治被 J，~il'J があり、それに該当するものは、的状の経過、治療

効果勺を参考とし、 ~~ítn.'i の具体的な 日常生活状況等を把111[

して、総合的にね定する。

( (7) から移動)

• 1
 

• 



立よ障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに

骸当するものは 1級に、同表のエ又はウに該当するものは

2級に、同表のウ又はイに該当するものは 3級におおむね

相当するので、認定に当たっては、参考とする。

一般状態区分表

区分| 一般状態

ァ |無症状で社会活動ができ、制限を受けること

なく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受ける

イ |が、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し

ウ |介助が必要なこともあり、軽労働はできない

ニE

が、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しば

しば介助が必要で、日中の50%以上は就床して

おり、自力では屋外への外出等がほぼ不可能と

なったもの | 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要と

オ し、終日就床を強いられ、活動の範囲がおお

むねベッド周辺に限られる もの

担よ本章 f第 1節 目良の障害Jから「第17節 高血圧症による

障害J及び本節に示されていない障害及び降答の程度に

ついては、その障害によって生 ユる障害の程度を医学的に

判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて

認定する。

( (6) に移動)
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主よ障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに

該当するものは 1級に、同表のエ又はフに該当するものは

2級に、同表のウ又はイに核当するものは 3級におおむね

相当するので、認定に当たっては、参考とする。

一般状態区分表

区分

ア

イ

一 般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けること

なく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受ける

が、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわ りのことはできるが、時に少 し

ク |介助が必要なこともあり、軽労働はできない

ニE

オ

が、日中の50%以とは起居しているもの

身のまわり のある程度のこと はできるが、しば

しば介助が必要で、日中の50%以上は就床して

おり、自力では屋外への外出等がほぼ不可能と

なったもの

身のまわ りのこともできず、常に介助を必要と

し、終日就床を強いられ、活動の範囲がおお

むねベッド周辺に限られるもの

些L本章「第 1節 目艮の陣容Jから「第17節 高血圧症による

陣容J及び本節に示されていない障害及び障害の程度に

ついては、その障害によ って生 巳る隊箸の程度を医学的に

判断し、最も近似 している認定基準の障害の程度に準じて

認定する。

立よ臓器移植の取扱い

ア 臓器移植を受けたものに係る陣容認定に当たっては、

術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮、して

総合的に認定する。

イ 障害等級に骸当するものが、臓器移織を受けた場合は、

臓器が生着し、安定的に機能するまでの問、少なくとも

1年間は従前の等級 とする。

なお、障答等級が 3級の場合は、 2年間の経過観察を

行う。




